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（１） 課題

出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れと共生社会実現に向けた取組」より抜粋

ご存じのとおり、日本に滞在する際には、外国籍の方は「在留資格」を
得ることが必要です。
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外国籍県民の定住化が進んでいますが、日本に長く滞在する間に、
ライフステージが変わったり、突発的な事象が生じ、その時に
「在留資格」の取得、維持が困難になることがあります。
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外国籍県民の皆様に対しては、
以下の周知が必要だと思料します！

①在留資格制度に関する理解促進
②在留資格を取るためには、条件を満たすことが必要であり、場合によっては、
かなり前から準備が必要であることの周知

③自身や家族のライフプランを考え、在留資格の観点から検討したり、
準備をしたりすることが必要だることの周知

一方、マジョリティ側の皆様に対しては、
以下の周知が必要だと思料します！

①外国籍の方が日本に滞在するためには「在留資格」というものが
必要であることへの理解促進

②外国籍県民が在留資格を取るためには、場合によっては、私たちの
協力も必要であることの周知
（外国人を雇用する会社、外国人と結婚された方、
永住許可申請などで身元保証人を依頼された方 など）

③外国籍県民が在留資格を取るためには、条件を満たすことが必要で
あり、かなり前から準備が必要であることの周知
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外国籍県民の方々の日本での人生において、

在留資格上の落とし穴はどこにあるか？？

◆みんなで、「繋ぎ目」「落とし穴」の洗い出しをしよう！
→制度的な課題がある場合は、国や行政に要望、提言を

◆みんなで連携して「落とし穴」に落ちそうな人/落ちた人を、
早期に発見する体制をつくりましょう！

◆誰が何を解決できるのかをマッピングしておいて、必要な支援に、
できるだけ早くしっかり繋げる体制をつくりましょう！

これまでの国の“場当たり”的な施策の結果、制度的な不備もありそうです。
そこで、マジョリティ側（特に行政や支援団体、外国籍県民の周りにいる
方々）に対しては、以下についての協力のお願いが必要だと思料します！

さらに一歩進めて！
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（２） 取組事例
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①公益社団法人かながわ国際交流財団様の
「社会制度セミナー」の中での「在留資格」講座

※神奈川県行政書士会も協力させていただいています

②愛知県「第４次あいち多文化共生推進プラン
（概要版）」のP5にある「ライフサイクル図」
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/444579.pdf

※神奈川県社会福祉士会と神奈川県行政書士会で同じような内容の
神奈川版が作成できないか調査・研究中です

③マジョリティに向けた発信は・・・

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/444579.pdf


（３） 提案
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Step 1
神奈川県版
「ライフサイクル＆受けられる支援図」作成

Step ２
上記に記載される団体を中心に支援ネットワーク
を形成→定期的な会合

Step 3
上記ネットワークをベースに、マジョリティに向けた
発信も行えるプラットフォームにバージョンアップ



おまけの取組事例
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マジョリティと外国籍県民が一緒に何か楽しいことをやる機会を
創出し、「多文化共生」とか難しいことを言わなくても、いつのまに
か国籍や文化の違いを乗り越えているような状況を作り出す活動
の一例

川崎フロンターレ様の協力を得て、
川崎在住・在勤の外国人の方を招待し、
一緒に応援をする多文化共生企画！

かわさき多文化共生企画実行委員会


